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2009-5 広報いで ２

４
月

日
（
日
）、
泉
ヶ
丘
中
学

１９

校
で
井
手
町
体
育
協
会
（
山
本
一

男
会
長
）
主
催
の
各
種
ス
ポ
ー
ツ

大
会
の
総
合
開
会
式
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

開
会
式
で
は
、
平
成

年
度
井

２０

手
町
体
育
協
会
表
彰
が
行
わ
れ
、

長
年
に
わ
た
り
体
育
協
会
に
ご
尽

力
さ
れ
た
方
や
、
全
国
大
会
に
出

場
さ
れ
た
方
々
の
表
彰
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
表
彰
者
は
次
の
と
お
り

で
す
。（
敬
称
略
、
順
不
同
）

【
功
労
表
彰
】

▽
奥
田
武
彦
（
東
部
区
）

▽
村
田
佳
美
（
東
部
区
）

【
選
手
表
彰
】

▽
山
本
篤
（
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
選
手

権
大
会
京
都
府
予
選
団
体
優
勝
・

いい で の ま ち かい で の ま ち か どど

ウオ
ッ チン

グ
祝辞を述べる汐見町長

４
月
７
日
（
火
）、
井
手
小
学
校

（
中
村
満
校
長
）
と
多
賀
小
学
校

（
宇
野
一
美
校
長
）
で
、
入
学
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
新
一
年
生
た
ち

は
、
担
任
の
先
生
の
あ
と
に
続

き
、
在
校
生
や
保
護
者
の
み
な
さ

ん
か
ら
の
大
き
な
拍
手
の
中
、
少

し
照
れ
な
が
ら
入
場
し
ま
し
た
。

席
に
つ
い
た
新
一
年
生
ら
は
、

担
任
の
先
生
か
ら
名
前
を
呼
ば
れ

る
と
元
気
よ
く
『
は
い
』
と
返
事

を
し
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
新
し
い

小
学
校
生
活
の
一
日
目
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

今
年
度
の
新
１
年
生
は
、
井
手

小
学
校

人
（
男
子

人
・
女
子

４１

２４

人
）、
多
賀
小
学
校

人
（
男
子

１７

２２

人
・
女
子

人
）
が
、
ピ
カ
ピ

１２

１０

カ
の
１
年
生
と
し
て
迎
え
ら
れ
ま

し
た
。

式辞を述べる宇野校長

泉
ヶ
丘
中
学
校
で
は
、
４
月
８

日
（
水
）
に
入
学
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
た
く
さ
ん
の
温
か
い
拍
手

に
迎
え
ら
れ
入
場
し
た
新
１
年
生

は
、
担
任
の
先
生
に
名
前
を
呼
ば

れ
る
と
大
き
な
声
で
返
事
を
し
て

い
ま
し
た
。

松
本
秀
男
校
長
は
「
新
入
生
の

皆
さ
ん
の
輝
い
た
瞳
に
意
気
込
み

を
感
じ
ま
し
た
。
入
学
を
心
か
ら

歓
迎
し
ま
す
。」と
式
辞
を
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
来
賓
の
あ
い
さ
つ
に

続
き
、
新
入
生
の
代
表
者
が
宣
誓

を
行
い
、
在
校
生
と
教
職
員
に
よ

る
歌
と
構
成
詩
が
披
露
さ
れ
ま
し

た
。今

年
度
の
新
入
生
は
、

人
６６

（
男
子

人
・
女
子

人
）
が
泉

３７

２９

ヶ
丘
中
学
校
の
１
年
生
と
し
て
迎

え
ら
れ
ま
し
た
。

拍手の中入場する１年生【多賀小】

個
人
準
優
勝
）

▽
井
手
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

ク
ラ
ブ
男
子
（
全
国
大
会
出
場
）

▽
同
ク
ラ
ブ
女
子
（
近
畿
大
会
出

場
）総

合
開
会
式
に
引
き
続
い
て
行

わ
れ
た
、
町
長
旗
争
奪
ソ
フ
ト
ボ

ー
ル
大
会
は
、
男
子

チ
ー
ム
、

１９

女
子
１
チ
ー
ム
が
参
加
し
、
泉
ヶ

丘
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
会
場
に

熱
戦
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ま
し

た
。
女
子
チ
ー
ム
１
チ
ー
ム
の
み

の
参
加
で
あ
っ
た
た
め
議
員
チ
ー

ム
と
の
エ
キ
シ
ビ
ジ
ョ
ン
ゲ
ー
ム

を
行
い
、
東
部
区
が
勝
利
し
ま
し

た
。
男
子
の
部
の
試
合
結
果
は
次

の
と
お
り
で
す
。

【
男
子
の
部
】（

チ
ー
ム
参
加
）

１９

優

勝

上
井
手
９

準
優
勝

南
部
区

ピ
カ
ピ
カ
の
一
年
生

井
手
・
多
賀
小
学
校
入
学
式

元気いっぱい返事をする１年生【井手小】

泉
ヶ
丘
中
学
校
入
学
式

在校生らに見守られながら入場する１年生

ス
ポ
ー
ツ
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

体
育
協
会
総
合
開
会
式

表彰を受ける山本選手

青空の下熱戦が繰り広げられました
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井
手
町
桜
ま
つ
り
（
奥
村
康
彦
実
行
委
員
長
）
は
、

４
月
３
日
（
金
）
か
ら

日
（
日
）
ま
で
開
花
状
況
に

１２

よ
り
３
日
間
延
長
さ
れ
、
延
べ
５
７
，
０
０
０
人
が
訪

れ
ま
し
た
。
４
日
（
土
）
は
あ
い
に
く
の
雨
に
見
舞
わ

れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
は
終
始
好
天
に
恵
ま
れ
ま
し

た
。
特
に
５
日
（
日
）
に
は
、
約
２
５
，
０
０
０
人
の

花
見
客
が
訪
れ
、
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。

玉
川
堤
周
辺
で
は
、
町
商
工
会
や
フ
レ
ッ
シ
ュ
グ
ル

ー
プ
に
よ
る
模
擬
店
や
井
堤
保
勝
会
に
よ
る
湯
茶
の
サ

ー
ビ
ス
な
ど
が
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
椿
坂
で
は
、

名
物
の
竹
の
子
ご
は
ん
や
う
ど
ん
、
特
産
品
の
販
売
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

第１８回井手町桜まつり

氏名職名
山本一男会長

大西 敏彦副会長
西島 正道副会長
松本 修理事長

上島 勝廣副理事長
中坊 正篤副理事長
岡田 淳庶務

小川 眞弓庶務
西谷 喜代庶務
平間 孝善庶務
植田 郁子庶務
木田 昭弘会計
中坊 豊会計

奥田 恭子監事
脇本 佳彦監事

域
育

違
違

違
違

違
違

違
違

違
違

違
違

違
違

違

域育 違違違違違違違違違違

平成２１年度

井手町体育協会本部役員名簿
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▼

第１３回ふれあい福祉まつりが３月２９日（日）、老人福祉センター玉
泉苑と石垣公園を会場に開催されました。
ふれあい福祉まつりは、福祉関係者やボランティア団体などがお互

いに協力し合い、社会福祉活動に対する理解を深めてもらうことを目
的に行われています。
玉泉苑では、紙芝居や手話体験などが行われました。午後からは館

内の舞台を使って演芸が行われ、舞踊やカラオケ、フラダンスなどが
披露されました。石垣公園では、つきたてのお餅やフランクフルト、
ポップコーンなど、多くの模擬店が出店し、たくさんの人でにぎわっ
ていました。また、井手町いづみ太鼓「左馬」が勇壮な和太鼓演奏を
披露し、まつりに華をそえました。

▼

４月９日（木）、老人福祉センター賀泉苑で平成２１年度多賀老人クラブ連
絡協議会総会が開催されました。
同連絡協議会は、多賀地区の老人クラブ７組織で構成されており、総会

では平成２０年度事業報告や決算報告、平成２１年度事業計画や予算などが承
認されたほか、奉仕活動の一環として、地域の多賀小学校に竹ぼうきの贈
呈が行われました。また、総会後には会員らによる踊りやカラオケ、詩吟
などが披露されました。

▼
４月２日（木）、新入消防団員の入団式が役場で行われ、１６人の新入

団員一人ひとりに対し、任命書が渡されました。
新入団員の代表者が入団に際しての宣誓を行った後、綱田団長から

「これから井手町消防団の一員として活躍されることを願います」と訓
示がありました。さらに出席した幹部の紹介が行われました。

▼

春の全国交通安全運動が、４月６日（月）～４月１５日（水）までの
間、全国一斉に実施されました。
井手町では、４月６日（月）と１５日（水）の早朝に、町交通安全対策

協議会の委員や町議会議員、区長、田辺警察署員ら約８０人が町内１２ヵ所
に分かれ交通安全指導を行いました。
JR玉水・山城多賀駅では、飲酒運転を啓発するティッシュなどを配

り、『交通安全』を呼びかけていました。
また、４月１０日（金）は、『交通事故死ゼロを目指す日』として、府道

上狛城陽線多賀バイパスにおいて、綴喜交通安全協会井手支部の委員
や田辺警察署員らによる啓発プラカードの掲示が行われました。

▼

４月８日（水）、役場において人権擁護委員の委嘱状伝達が行われ、
再任となった木田徳子さん、新任の嶋田昌和さんに宇治法務局の赤塚
清司支局長から委嘱状が伝達されました。
また、３月末で任期を終了された小川憬さんには感謝状が届けられ

ました。



2009-5広報いで１１５

改定分による増加分

自然増を含む
保険料

改定分による増加分

自然増を含む
保険料

▼

４月１４日（火）、山吹ふれあいセンターで平成２１年度綴喜地区更生保護
女性会総会が開催されました。

活 渇潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟

◎所得に応じて８段階の保険料になっています。

被保険者の方が納める介護保険料は、毎年４月１日現在の世帯構成に基

づき、住民税の課税状況や所得の状況などにより、第１～８段階までの

いずれかに決まります。

平成２１年度から介護保険料が変わりました。

◎第２号被保険者（４０歳～６４歳の人）の人の保険料の決まり方
加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

保険料（年額）保険料の調整率対象者所得段階

24,588基準額×0.5
生活保護の受給者、老齢福祉年
金受給者で世帯全員が住民税非
課税の人

第１段階

27,539基準額×0.56
住民税非課税世帯で、合計所得
金額+課税年金収入額が80万
円以下の人

第２段階

37,866基準額×0.77
住民税非課税世帯で、第２段階
に該当しない人

第３段階

48,193基準額×0.98
本人が住民税非課税であり、合
計所得金額＋課税年金収入額が
８０万円以下の人第４段階

49,176基準額×1.00本人が住民税非課税である人

66,388基準額×1.35
本人が住民税課税で合計所得金
額が125万円以下の人

第５段階

67,372基準額×1.37
本人が住民税課税で合計所得金
額が200万円未満の人

第６段階

79,666基準額×1.62
本人が住民税課税で合計所得金額
が200万円以上500万円未満の人

第７段階

98,352基準額×2.00
本人が住民税課税で合計所得金額
が500万円以上の人

第8段階

納め方決まり方

医療保険分と介護保険分をあ
わせて、国民健康保険税とし
て納めます

所得や世帯の満４０歳～
６４歳の介護保険対象者
の人数で決まります

国民健康保険加入者

医療保険分と介護保険分をあ
わせて、健康保険料として給
与から差し引かれます

健康保険組合、共済組合
など加入している医療保
険の算定方式に基づいて
決まります

職場の健康保険加入者

井手町では、平成２１年度から介護保険料を改定しました。６５歳以上の方の保険料は、平成２１年度から平成２３年度までの「要介

護認定者数」や介護サービスがどのくらい提供されるのか、などのサービス量の見込みをもとに３年ごとに市町村で見直しを行うこ

とになっています。

今回、３年ごとの介護保険料の見直しを行い、平成２１～２３年度の保険料は表１のとおりです。

また、介護に従事する人の処遇を改善するために平成２１年４月より介護報酬が改定されました。この改定分が介護保険料に反映され

ますが、保険料が急激に上昇しないように、国の特別対策による軽減措置が行われています。

◎介護保険料の納め方は２通りあります。

特別徴収

○老齢・退職（基礎）年金等が年額１８万円以上の人

(月額１万５，０００円)以上の人

普通徴収

○老齢・退職（基礎）年金等が年額１８万円未満の人

(月額１万５，０００円)未満の人

○老齢福祉年金のみ受給している人

○年度の途中で６５歳になった人

○年度の途中で所得段階が変更になった人

○年度の途中で他の市町村から転入した人

○４月１日時点で老齢・退職（基礎）年金等を受けていなかった人

２１年度介護保険料は、２１年４月１日現在の介護保険の被保険者（本

人）が属する世帯の世帯構成と、６月以降に確定する市町村民税の課税

状況（２１年度分）、所得の状況（２０年分）などに基づき決まります。

※介護保険料の納付方法は、年金から天引きされる『特別徴収』と、町が発行する納付書で金融機関などの窓口でお支払いただく『普通徴収』があります。

同会は、犯罪や非行のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的として、地域の犯罪予防活動と犯罪をした人や非行のある
少年の更生支援活動を行うボランティア団体です。
総会では平成２０年度事業報告や決算報告、平成２１年度事業計画や予算などが承認されたほか、京都保護観察所の森田久子氏による

『更生保護女性会の役割』をテーマとした講演会が行われました。

改定分による
増加分

自然増を含む
保険料

改定分による
増加分

自然増を含む
保険料

改定分による
増加分

自然増を含む
保険料

平成２１年度 平成２３年度平成２２年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

※軽減前 ※軽減後

国からの軽減措置

閣閣

閣閣 閣閣

表１

改定分による増加分

自然増を含む
保険料

閣閣
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「
す
く
す
く
子
育
て
相
談
」

の
ご
案
内

が
ん
ば
っ
て
子
育
て
し
て
い
る
の

に
・
・
・

よ
い
親
に
な
り
た
い
と
努
力
し
て

い
る
の
に
・
・
・

煙
「
う
ま
く
育
て
ら
れ
ず
」、
育
児
に

自
信
が
持
て
な
い
・
・
・
」

煙
「
子
ど
も
を
怒
鳴
っ
た
り
、
た
た

い
た
り
し
て
し
ま
う
・
・
・
」

煙
「
子
ど
も
を
か
わ
い
く
思
え
な

い
・
・
・
」

煙
「
気
持
ち
に
余
裕
が
な
く
て
、
こ

ど
も
に
あ
た
っ
て
し
ま
う
・
・
・
」

煙
「
な
ん
と
な
く
気
持
ち
が
晴
れ
な

い
、
な
ん
と
な
く
不
安
が
あ
る
・・・
」

◎
こ
ん
な
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
方

は
お
ら
れ
ま
せ
ん
か
？

〈
内
容
〉心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ

る
相
談
（
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の

で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ

い
。）

〈
日
時
〉

５
月

日
（
水
）
６
月

日
（
水
）

１３

１０

７
月
８
日
（
水
）
８
月

日
（
水
）

１２

＊
時
間
は
い
ず
れ
も
、
午
後
１
時

半
～
４
時
半
で
す
。

＊
予
約
制
で
す
の
で
、
事
前
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〈
場
所
〉京
都
府
山
城
北
保
健
所
綴

喜
分
室（
京
田
辺
市
田
辺
明
田
１
）

〈
対
象
者
〉
宇
治
市
、
城
陽
市
、

八
幡
市
、
京
田
辺
市
、
久
御
山
町
、

井
手
町
、
宇
治
田
原
町
に
お
住
ま

土金木水火月日
1615141312115/10

さんさん会
（支援センター）

多賀保育園園庭開放日
たけのこ広場
公園遊び

（雨天多賀保育園）

おでかけ広場
（人権交流センター）

井手地区

23222120191817
さんさん会（ＯＰ）

リトミック
（支援センター）

さんさん会
（支援センター）

たけのこ広場
公園遊び

（雨天多賀保育園）

おでかけ広場
（西部公民館）
多賀地区

30292827262524
ぴよぴよ広場・よちよち広場
（ペットボトルのおもちゃを

つくりましょう）

第２回マタニティスクール

玉川保育園園庭開放日

さんさん会
（玉泉苑）

とことこ広場
お散歩

（各自お茶持参）

支援センター集合

たけのこ広場
公園遊び

（雨天多賀保育園）

654326/131
さんさん会

（支援センター）
子育て講座

（小児救命講習会）
たけのこ広場
（多賀保育園）

子育てサークルの紹介活動

さんさん会：午前10時～12時（妊婦～3歳位の子どもとその保護者）

代表：乾（090‐3865‐2585）

たけのこ広場：午前10時30分～12時（未就園児の子どもとその保護者）

代表：巽（82‐2436）

ベジッ子クラブ：午前9時３０分～12時（食育に興味のある方）

代表：平間（090‐5367‐0397）

わらびー（わらべうたサークル）：妊婦さんから上限なし

代表：桔梗（080‐3113‐8637）

＊初めての方は、代表まで連絡をしてください。

●５月から各保育園の園庭開放が始まります。

ＡＭ１０：３０～１１：３０の間でお子さんと一緒に遊びに来て下さい。子育

て支援センターの職員がお待ちしています。

●京田辺市消防署井手分署の署員による小児救命講習会を開催します。

日時：６月３日（水）ＡＭ１０：３０～１２：００

場所：井手町子育て支援センター

※事前予約が必要です。子ども同伴で申し込んでください。

●５月２９日（金）第２回マタニティスクールが子育て支援センター広場

と併設して開催されます。

子育て支援センターからのお知らせ

親子で一緒に遊んだり、育児の情報交換や相談のできる場として｢井手町子育て支援センター｣を開設しています。

子育て支援センターは玉川保育園内にあり、月曜日～金曜日（午前９時半～午後４時）にご利用できますので、いつ

でも気軽にあそびにきてください。 お問い合わせは、子育て支援センター（ＴＥＬ82‐2232）まで

5・6月の事業 時間：午前10時～正午

い
の
乳
幼
児
の
保
護
者

〈
申
込
先
〉京
都
府
山
城
北
保
健
所

綴
喜
分
室
健
康
担
当
（
℡

‐
５

６３

７
４
５
）

「
耳
の
こ
と
な
ん
で
も
相
談
」
第
１
回

「
テ
レ
ビ
の
音
や
相
手
の
声
が
聞

き
取
り
に
く
い
」「
補
聴
器
を
使
う

と
本
当
に
良
く
聞
こ
え
る
？
」
な

ど
･･･耳
の
こ
と
で
の
悩
み
や
、

お
困
り
の
方
の
検
査
・
相
談
を
言

語
聴
覚
士
が
行
い
ま
す
。

日

時
／
５
月

日
（
木
）（
お
一

２１

人
約
１
時
間
、
定
員
４
名
の
予
約

制
で
す
。）

①

時
半
～

１０
②

時
半
～

１１
③

時
半
～

１３
④

時
半
～

１４
場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

内
容
／
聴
力
測
定
及
び
聞
こ
え
に

関
す
る
相
談

申
込
／
高
齢
福
祉
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ
８２

‐
６
１
６
５
ま
で

＊
検
査
の
内
容
・
相
談
に
つ
い
て

の
お
問
い
合
わ
せ

障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
は

ー
も
に
ぃ
」（
城
陽
市
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ
／

‐
５
９
８
１

５５

Ｆ
Ａ
Ｘ
／

‐
５
９
８
２

５５

＊
今
年
度
は
４
回
実
施
し
ま
す
。

（
８
月
・

月
・
来
年
２
月
）

１１



2009-5広報いで１１７

中
一
振
り
返
り
学
習
が

は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。

井
手
町
教
育
委
員
会
で

は
、
平
成
二
十
一
年
度
の
重

点
課
題
の
中
心
と
し
て
、
子

ど
も
た
ち
の
学
力
向
上
を

図
る
た
め
の
学
校
づ
く
り

を
積
極
的
に
進
め
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
京
都
府
教
育
委
員
会
の

施
策
を
活
用
し
、
泉
ヶ
丘
中

学
校
で
「
中
一
振
り
返
り
学

習
（
ふ
り
ス
タ
）」
を
府
内

ト
ッ
プ
を
き
っ
て
始
め
て

い
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
泉

ヶ
丘
中
学
校
の
取
組
に
加

え
て
、
中
学
一
年
生
が
学
習

に
自
信
と
意
欲
を
持
っ
て

取
り
組
め
る
よ
う
に
、
早
期

に
小
学
校
の
学
習
内
容
を

点
検
し
、
小
学
校
で
の
基

礎
・
基
本
の
学
習
内
容
を
再

習
得
さ
せ
る
も
の
で
す
。

取
組
は
、
四
月
当
初
か
ら
実

施
し
、
夏
休
み
ま
で
の
三
十

三
日
間
に
わ
た
っ
て
実
施

す
る
予
定
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
小
・
中
学

校
で
は
、
児
童
生
徒
の
学
力

向
上
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で

の
連
携
（
ジ
ョ
イ
ン
ト
ア
ッ

プ
）
の
成
果
を
も
と
に
さ
ら

に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
小
・

中
学
校
の
連
続
性
の
あ
る

取
組
を
進
め
て
い
こ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。

ご
家
庭
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
小
・
中
学
校
で
の
活

動
や
学
習
の
様
子
な
ど
を

日
常
的
な
話
題
と
し
て
、
ご

家
族
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
お
願
い
し
ま
す
。

教育の窓

禍

花

稼

苛

禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾

禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

2008年度全国中学生人権作文コンテストの入賞作品から

このコンテストは、法務省と全国人権擁護委員連合会が、次代を担う中学生に人権についての思いを作文に

書いてもらうことによって、人権尊重の大切さや基本的人権についての理解を深め、豊かな人権感覚を身につ

けてもらうことを目的に開催されています。

作品から伝わってくる、中学生の純粋な気持ちにふれて、人権について考えましょう。

家族、そして「ふるさと」

愛媛県・西条市立西条南中学校３年 明日 勇聖
あけひ ゆうせい

１年ほど前まで、我が家は７人家族だった。両親と祖父母、姉が２人、そ
して僕。二世帯家族の末っ子に生まれた僕は、日々家族の愛情をいっぱいに
受けていた。家の周りは、田んぼが広がる豊かな自然。恵まれた環境と家族
に温かく見守られながら、何の苦労も知らず、祖父母と両親が作ってくれ
る、おいしいお米や野菜をいっぱい食べて、僕は育った。
その年の西条祭りも、いつものように楽しく終わり、この普通の日々は、

ずっと長く続くものだと思っていた。そんなある日、父は突然亡くなった。
最高の家族、７人だった家族は６人になってしまった。まもなく一周忌が来
ようとするのに、僕はそのことを未だに信じきれていない。今でも父は、僕
のすぐそばにいる気がする。亡くなってもなお、父の大きな存在感は、僕を
支え続けてくれている。
家族の絆の素晴らしさ、それがどんなに大切でかけがえのないものである

かを、僕は知っている。この夏、僕はそのことを、もう一度見つめ直すこと
ができた。
今年の夏休み最後の日、８月３１日に、西条市では差別をなくす市民の集い

が開催され、人権啓発劇「ふるさと」が上演された。僕はその劇の中で、ハ
ンセン病の療養所に隔離されている少年の役を演じた。出演したのはたっ
た一幕。台詞も二言か三言の、小さい役だったが、僕は自分の演技に精一杯
のものを注ごうと努力した。なぜなら、その劇は、家族やふるさとを奪われ
てしまった人たちが、失ったものを取り戻すための劇だったからだ。家族と
引き裂かれる・・・。僕にとってそれは、何よりも許し難いことだった。
僕は、学校の授業で、はじめてハンセン病について知った。ハンセン病に

なってしまった人たちが、国の政策で療養所に隔離され、ふるさとへ帰るこ
とも、家族に会うこともできずに一生を過ごしたこと。療養所で子どもが産
まれても、抹殺されホルマリン漬けにされて、患者は新しい家族を持つこと
も許されなかったこと。ハンセン病は感染力が弱く、プロミンという薬で完
治し、ましてや遺伝する病気ではないことがわかった後も、その状況は変わ
らなかったこと・・・。多くの人々の無知、無関心のために、患者（元患者）
と、その家族の人生が犠牲になってしまったことを一つ一つ知るたびに、僕
は大きなショックを受けた。そして、そんな自分自身もこの病気に対して今

まで無関心だったし、まだまだ無知であることを思うと、複雑な気持ちだっ
た。
一学期も終わりに近づいた頃だった。下校しようとしている僕を先生が

呼び止め、「ハンセン病の国立療養所『大島青松園』に学習に行ってみない
か。」と誘ってくれた。大島青松園には、西条市出身の２名のハンセン病元患
者の方がいて、その方々は、およそ５０年という長い年月「ふるさと」の土を
踏んでいないということだった。授業で学習して以来、僕は心のどこかでハ
ンセン病のことが気にかかっていたし、もっと知りたいと思うこともたくさ
んあった。それを、そのままにはしておきたくなかったので、僕は先生に
「行きます。」と返事をした。
７月２７日。僕は友達や先生たちと一緒に、大島青松園へ行った。そこは、

とても美しい所だった。先生から聞いていた西条市出身のお二人、本田さ
ん、磯野さん（いずれも仮名）は、わざわざ僕たちを出迎えに来てくれてい
た。その時、正直僕はびっくりした。お二人とも、とても辛い過去をお持ち
のはずなのに、明るく優しく、まるで家族のように温かく僕たちを迎え入れ
てくれたからだ。学習会では、お二人からたくさんのお話を聞くことができ
た。発病、強制隔離、大島での生活。その時々の心境や願いを、ありのまま
に話してくださった。らい予防法、無らい県運動などについての知識も深ま
った。どれも、衝撃的なことばかりだった。正しいことを知らないというこ
とが、これほどの偏見と差別を生むのかと思うと心が震えた。
お二人を西条にお迎えするために、人権劇をする。少年役を探している、

ということだったので、僕は人権劇「ふるさと」に出演することを決めた。家
族と別れること、家族に会えないことが、どれほど辛いことかを知っている
僕だから、ここで役に立ちたいと考えたのだ。そして、大勢の人に正しいこ
とを知ってもらいたいと、心から思ったのだ。
劇は大成功に終わった。辛い辛い過去を乗り越え強く生き抜いたお二人

が、最後にステージに立ってくださった。お二人からメッセージをいただ
き、磯野さんの声が「只今帰って参りました」と会場一杯に響いた時、僕は
思った。僕は、家族とふるさとを一生大切にする。そして、すべての人が自
分の家族を大切にでき、すべての人が自分のふるさとを誇れる社会の実現を
目指して、今僕自身にできる行動を起こしていこうと。



2009-5 広報いで ８

ス

ポ

ー

ツ

【
町
民
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会
】

日
時
／
５
月

日
（
日
）
午
前
８
時
半
～

３１

場
所
／
山
城
勤
労
者
福
祉
会
館

講

座
・
教

室

【
和
太
鼓
交
流
教
室
】

日
時
／
５
月

日
（
水
）
午
後
７
時
～
９
時

２０

／
６
月
３
日
（
水
）
午
後
７
時
～
９
時

場
所
／
い
ず
れ
も
、
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ル

【
和
太
鼓
教
室
（
サ
ー
ク
ル
）
】

日
時
／
５
月

日
・

日
・
６
月
６
日
（
土
）

１６

３０

い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
半
～

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

【
和
太
鼓
教
室
】

日
時
／
５
月

日
（
土
）

２３

午
後
１
時
半
～

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
体
育
館

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
児
童
館
（
℡

‐
８２

４
１
１
２
）
ま
で

【
い
づ
み
ま
な
び
教
室
】

《
太
極
拳
（
入
門
・
初
級
）》

日
時
／
５
月

日
（
金
）
午
後
１
時
半
～
３
時

２２

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き

《
大
正
琴
》

日
時
／
５
月

日
（
金
）
午
前

時
～

時
半

２２

１０

１１

持
ち
物
／
大
正
琴
・
楽
譜

《
ペ
ン
習
字
》

日
時
／
５
月

日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

２１

《
ボ
ク
サ
ビ
ク
ス
教
室
》

日
時
／
５
月

日
・

日
（
水
）

２０

２７

／
６
月
３
日
・

日
（
水
）

１０

擁
護
委
員
連
合
会
及
び
各
都
道
府
県
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
の
自
主
事
業
の
一
環
と
し
て
、
６
月
１

日
に
全
国
一
斉
に
「
特
設
人
権
相
談
所
」
を
開
設

い
た
し
ま
す
。

日
時
／
６
月
１
日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
玉
泉
苑

救
命
講
習
会
開
催
の
お
知
ら
せ

日
時
／
６
月
７
日
（
日
）
午
前
９
時
～
正
午

場
所
／
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分
署
会
議
室

定
員
／

名
程
度

１０

参
加
費
／
無
料

受
付
期
限
／
６
月
６
日
（
土
）
ま
で

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
署
井
手
分

署
（
℡

‐
３
０
０
０
）
ま
で

８２

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
さ
れ

ま
し
た
か

新
築
住
宅
は
、
平
成

年
６
月
か
ら
住
宅
用
火

１８

災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
既
に
お
住
ま
い
の
住
宅
（
戸
建
て
住
宅
・

店
舗
併
用
住
宅
・
共
同
住
宅
）
は
、
平
成

年
５

２３

月

日
ま
で
設
置
が
猶
予
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
大

３１
切
な
家
族
の
命
を
守
る
た
め
に
も
一
日
も
早
く
設

置
を
お
勧
め
し
ま
す
。
取
り
付
け
る
箇
所
は
、
寝

室
・
階
段
・
台
所
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
悪
質
な
訪
問
販
売
な
ど
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

消
防
署
員
・
消
防
団
員
が
訪
問
し
販
売
を
し
た
り
、

特
定
の
業
者
に
販
売
を
委
託
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
業
者
の
服
装
や
急
が
せ
る
話
に
惑
わ
さ
れ

な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
京
田
辺
市
消
防
本
部
予
防

課
（
℡

‐
７
８
２
６
）
ま
た
は
京
田
辺
市
消
防

６３

署
井
手
分
署
（
℡

‐
３
０
０
０
）
ま
で

８２

行
政
相
談
委
員
に
宮
﨑
厚
孝
さ
ん

こ
の
た
び
、
宮
﨑
厚
孝
さ
ん
が
、
昨
年
度
に
引

き
続
き
総
務
大
臣
か
ら
行
政
相
談
委
員
に
再
委
嘱

さ
れ
ま
し
た
。

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
が
行
政
相
談
委

員
法
に
基
づ
き
、
民
間
有
識
者
の
中
か
ら
委
嘱
す

る
委
員
で
、
国
の
仕
事
や
京
都
府
・
市
町
村
が
国

か
ら
委
任
さ
れ
た
り
、
補
助
金
を
受
け
て
い
る
仕

事
に
つ
い
て
、「
手
続
き
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
な

ど
の
相
談
を
み
な
さ
ま
か
ら
お
受
け
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
５
月

日
か
ら

日
は
、
春
季
行
政
相

１８

２４

談
強
調
週
間
と
な
っ
て
い
ま
す
。

相
談
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
秘
密
を
厳
守
い

た
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ご
相
談
は
、

◎
第
１
・
３
月
曜
日（
不
定
期
）と
第
４
月
曜
日（
定

期
）
は
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
玉
泉
苑
（
℡

‐
３

８２

４
９
９
）

◎
第
２
月
曜
日
（
不
定
期
）
は
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
賀
泉
苑
（
℡

‐
５
０
５
９
）

８２

い
ず
れ
も
午
後
１
時
～
４
時
ま
で
。

☆
宮
﨑
委
員
の
住
所

多
賀
小
字
東
南
組
１８

℡

‐
３
６
１
９

８２児
童
手
当
の
再
請
求
に
つ
い
て

平
成

年
度
児
童
手
当
が
所
得
制
限
で
受
給
で

２０

き
な
か
っ
た
方
は
、
平
成

年
度
分
で
新
た
に
認

２１

定
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
の
請
求

は
、
所
得
制
限
の
対
象
所
得
が
平
成

年
分
（
平

２０

成

年
度
所
得
）
に
変
わ
り
ま
す
。

２１
新
た
に
申
請
さ
れ
る
方
は
、
印
鑑
・
申
請
者
名
義

の
銀
行
通
帳
・
健
康
保
険
証
を
持
参
し
住
民
福
祉

課
で
認
定
請
求
し
て
下
さ
い
。

な
お
、
平
成

年
１
月
１
日
以
降
転
入
者
の
方

２１

は
、
転
出
前
の
市
町
村
発
行
の
平
成

年
度
児
童

２１

手
当
用
所
得
証
明
書
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

児
童
手
当
は
認
定
請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。
請
求
が
遅
れ
る
と
、
遅
れ
た
月
分

の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

請
求
期
間
／
５
月

日
（
金
）
～

日
（
金
）

１５

２９

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
福
祉
課
（
℡

‐
６

８２

１
６
４
）
ま
で

全
国
一
斉「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
人
権
相
談
所

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
人
権
擁
護
委

員
法
の
施
行
日
で
あ
る
６
月
１
日
を
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
と
定
め
、
全
国
の
人
権
擁
護
委
員
が

改
め
て
そ
の
使
命
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、
全

国
各
地
で
こ
の
日
を
中
心
と
し
て
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
た
啓
発
活
動
等
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
、
人
権
擁
護
委
員
制
度
の
周
知
徹
底
と
人
権
思

想
の
普
及
高
揚
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
人
権
擁
護
の
日
に
お
け
る
全
国
人
権

春
の
行
政
相
談
週
間
５
月

日
～

日

１８

２４
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ん
で
く
だ
さ
い

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

‐
８２

３
３
８
５
）
ま
で

各

種

相

談

【
行
政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
】

日
時
／
５
月

日
・
６
月
８
日
（
月
）

１１

い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
い
ず
れ
も
、
賀
泉
苑

日
時
／
５
月

日
（
月
）
午
後
１
時
～
４
時

２５

場
所
／
玉
泉
苑

【
心
配
ご
と
相
談
】

日
時
／
５
月

日
・
６
月
１
日
（
月
）

１８

い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
～
４
時

場
所
／
い
ず
れ
も
、
玉
泉
苑

【
無
料
法
律
相
談
】

日
時
／
５
月

日
（
月
）
午
後
２
時
～
４
時

２５

場
所
／
玉
泉
苑

＊
心
配
ご
と
相
談
は
、
毎
週
月
曜
日
（
月
４
回

第
１
・
３
・
４
は
、
玉
泉
苑
、
第
２
は
賀
泉
苑
）

に
開
設
し
て
い
ま
す
。（
第
５
月
曜
日
と
祝
日
に
あ

た
る
月
曜
日
は
開
設
し
ま
せ
ん
）

＊
無
料
法
律
相
談
は
予
約
制
と
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
総
合
健
康
相
談
】

日
時
／
５
月

日
（
月
）
午
後
１
時
半
～
３
時

２５

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

【
母
子
の
相
談
・
教
室
】

《
育
児
相
談
》

日
時
／
５
月

日
（
水
）

１３

受
付
／
午
前
９
時
半
～

時
半

１０

場
所
／
西
部
公
民
館

《
育
児
相
談
・
あ
そ
び
の
広
場
》

日
時
／
６
月
４
日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

場
所
／
玉
泉
苑

対
象
／
い
ず
れ
も
、

歳
以
上

６５

【
楽
笑
健
康
づ
く
り
教
室
】

日
時
／
５
月

日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

２８

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

‐
８２

３
３
８
５
）
ま
で

子

育

て

【
わ
く
わ
く
広
場
】

日
時
／
５
月

日
（
木
）
午
前
９
時
半
～
正
午

２８

場
所
／
玉
泉
苑

参
加
費
／
１
０
０
円

＊
毎
月
第
４
木
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

【
離
乳
教
室
】

日
時
／
６
月
９
日
（
火
）
午
後
１
時
半
～
３
時
半

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

【
乳
幼
児
健
康
診
査
】

《
１
歳
半
健
診
》

日
時
／
５
月

日
（
月
）

１１

対
象
／
Ｈ

・
９
・
４
か
ら
Ｈ

・
・
８
生
ま
れ

１９

１９
１１

《
乳
児
健
診
》

日
時
／
６
月
１
日
（
月
）

対
象
／
Ｈ

・
１
・
３
か
ら
Ｈ

・
３
・
４
生
ま
れ

２１

２１

受
付
／
い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
～
１
時
半

場
所
／
い
ず
れ
も
、
保
健
セ
ン
タ
ー

【
予
防
接
種
・
集
団
接
種
】

《
ポ
リ
オ
》

日
時
／
５
月

日
（
火
）

１２

受
付
／
午
後
２
時
～
２
時

分
４５

＊
母
子
手
帳
と
予
診
票
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い

＊
「
予
防
接
種
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
は
毎
回
必
ず
読

い
ず
れ
も
、
午
後
７
時

分
～
８
時

分

１５

４５

《
人
権
学
習
》

日
時
／
５
月

日
（
金
）
午
前

時
半
～
正
午
、

２２

１１

午
後
３
時
～
３
時
半

場
所
／
い
ず
れ
も
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
各
教
室
の
材
料
費
等
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
（
℡

‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

【
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
天
文
台
】

日
時
／
５
月

日
・

日
（
金
）

１５

２２

い
ず
れ
も
、
午
後
７
時
半
～
９
時

場
所
／
い
ず
れ
も
、
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

煙
申
し
込
み
は
不
要
で
す

煙
雨
天
曇
天
の
場
合
は
中
止
し
ま
す

煙
夜
間
の
開
催
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
子
様
だ
け

の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡

‐
５

８２

７
０
０
）
ま
で

【
生
き
生
き
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
（
も
み
じ
の
寄
せ
植
え
）
】

日
時
／
５
月

日
（
水
）
午
後
１
時
半
～

２０

場
所
／
玉
泉
苑

費
用
／
２
０
０
円

対
象
／

歳
以
上
の
方
お
よ
び
障
害
の
あ
る
方

６０

＊
事
前
申
込
が
必
要
で
す

＊
毎
月

日
発
行
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ン
ク
だ

２０

よ
り
」
で
、
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
の
詳
し
い
内
容
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡
８２

‐
３
４
９
９
）
ま
で

健

康

【
成
人
・
高
齢
者
保
健
事
業
】

《
山
吹
体
操
ク
ラ
ブ
・
健
康
相
談
》

日
時
／
５
月

日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
３
時

１４

場
所
／
賀
泉
苑

５
月
は
、
多
賀
地
区
の
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
月
で
す
。
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い

日
時
／
５
月

日
・
６
月

日
（
水
）

２０

１０

受
付
／
い
ず
れ
も
、
午
前
９
時
半
～

時
半

１０

場
所
／
い
ず
れ
も
、
保
健
セ
ン
タ
ー

《
マ
タ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
》

日
時
／
５
月

日
（
金
）
午
前

～
正
午

２９

１０

持
ち
物
／
母
子
手
帳
・
筆
記
用
具

場
所
／
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡

‐
８２

３
３
８
５
）
ま
で

【
こ
こ
ろ
の
相
談
室
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
）
】

日
時
／
５
月

日
・

日
（
火
）

１２

２６

／
６
月
９
日
（
火
）

い
ず
れ
も
、
午
前

時
半
～
午
後
２
時

１０

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
（
℡

‐
３
３
８
０
）
ま
で

８２

【
障
害
者
相
談
】

日
時
／
５
月

日
・

日
（
火
）

１２

２６

／
６
月
９
日
（
火
）

い
ず
れ
も
、
午
後
１
時
半
～
４
時

場
所
／
い
ず
れ
も
、
役
場
１
階
相
談
室

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
福
祉
課
（
℡

‐
６

８２

１
６
５
）
ま
で
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煙
雑
誌
は
１
人
５
冊
、
２
週
間

煙
視
聴
覚
資
料
は
１
人
３
点
、
１
週
間

☆
主
な
新
着
資
料
の
紹
介

５
月

◆
一
般
書

「
海
松
（
ミ
ル
）」

稲
葉
真
弓

「
霊
降
ろ
し
（
タ
マ
オ
ロ
シ
）」
田
山
朔
美

「
運
命
の
人
」
１
・
２

山
崎
豊
子

「
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
・
リ
タ
イ
ヤ
」
藤
堂
志
津
子

「
御
留
山
騒
乱
」

出
久
根
達
郎

「
極
北
ク
レ
イ
マ
ー
」

海
堂
尊

【
開
館
日
】
火
曜
日
～
日
曜
日

【
開
館
時
間
】
４
月
～
９
月

午
前

時
～
午
後
６
時

１０

☆
５
月
・
６
月
の
休
館
日

５
月

～

・
・
・

日

１１

１４
１８
２５
２８

６
月
１
・
８
・

～

・
・

日

１５

２２
２５
２９

※
６
月

日
～
６
月

日
は
特
別
資
料

１５

２１

整
理
日
の
た
め
休
館
し
ま
す
。

☆
貸
出
冊
数
お
よ
び
期
間

煙
図
書
は
１
人

冊
、
２
週
間

１２

「
た
ま
ゆ
ら
り
」

高
橋
克
彦

◆
児
童
書

「
あ
っ
ぱ
れ
！
て
る
て
る
王
子
」コ
マ
ヤ
ス
カ
ン

「
く
さ
を
は
む
」

お
く
は
ら
ゆ
め

「
真
夏
の
オ
リ
オ
ン
」

福
井
晴
敏

「
う
わ
さ
の
が
っ
こ
う

へ
ん
な
え
ん

そ
く
の
う
わ
さ
」

き
た
や
ま
よ
う
こ

☆
５
月
・
６
月
の
図
書
館
行
事

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

６
月

日
（
土
）

１３

午
後
１
時
半
か
ら

《
親
と
子
の
絵
本
の
会
》

５
月

日
（
土
）

１６

６
月

日
（
土
）

２７

※
６
月

日
（
土
）
が
図
書
館
の
特
別

２０

資
料
整
理
日
で
休
館
の
た
め

日
に
変

２７

更
し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら

《
雑
誌
の
リ
サ
イ
ク
ル
》

５
月

日
（
土
）
～

日
（
金
）

２３

２９

派遣村
宇都宮健児

「生存」を脅かされている多
くの人たちが集まった「年越
し派遣村」。なぜ必要とされ
たのか。運営の当事者から研
究者まで、様々な立場から、

「派遣村」が投げかけた問いに
応答する。

平成の名水百選
日本の水をきれいにする会
水質や水量、周辺環境の状
況、親水性・近づきやすさ、
水利用の状況、保全活動、そ
の他の特徴・ＰＲポイントな
どの評価軸に基づいて選定さ
れた平成の名水百選を、写真
とともに紹介。簡単なアクセ
スマップ付き。

うそつきにかんぱい！
宮川ひろ
おかしなことを言うように
なった信也の大ばあちゃん。
大ばあちゃんに話をあわせる
ことができず困った信也は、
植木屋の「ほらふきおじさん」
のところへ行きました。おじ
さんは信也に「やさしいうそ」
の話をしてくれて…。

もっと！ほんとのおおきさ動物園
小宮輝之
オオカミ、ホッキョクグマ、
オランウータン…。動物園に
いる動物の顔や体を実物大の
写真で紹介。名前や生まれた
日のほかに、写真からわかる
ことなども掲載する。大きな
ライオンやカバの顔もワイド
ページで収める。
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ごみ収集日程表（5月11日～6月10日）

※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場産業環境課（TEL８２‐6168）まで

し尿収集日程

※し尿に関するお問い合わせは、城南衛生管理組合（TEL０７５‐６３１‐５１７１）まで

収集区域し尿収集
区域番号収集日

西北河原、東北河原、南口、西北ノ代、東北ノ代、北口、西北組、東
松ヶ花、茶臼塚、新造、東北組、甚五郎谷

⑨５月２２日

阿弥陀寺、西南組、東南組、前川、立石、小払、岩倉、馬場崎、墓ノ平⑩５月２５日

内垣内、奥西、帽子田、下川、判ノ地、石名田、高橋、谷村、宮ノ後、
天王山、蛇谷、粟岡、北赤坂、穴虫、南久保、浜、上ノ浜

⑪５月２６日

安堵山、起、佃、平山、新四郎山、中島、西垣内、中垣内、東垣内⑫５月２７日

里、玉ノ井、西高月、東高月、清水、栢ノ木、中溝、西山、尾ノ山、山
縁、田村新田

⑬５月２８日

川久保、北玉水、辻垣内、野畑、山田、柏原、南玉水、久保、渋川、段
ノ下、扇畑、浜田、橋ノ本

⑭５月２９日

梅ノ木原、野神、北猪ノ阪、南猪ノ阪、宮ノ本、西前田、北開、北溝、
南溝、下赤田、上赤田、鳥休、柴木田

⑮５月１１日
６月１日

★ごみは、朝９時までに出してください。

★カン、ビン、ペットボトル、発泡トレー等は中身の見える袋で出してください。

★「乾電池」は「カン」の日に、「カセットボンベ缶、スプレー缶」は「その他」の日に、それぞれ別袋にして出してください。

★粗大ごみは、収集日の１週間前までに産業環境課へ電話予約（TEL８２‐6168）してください。（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・

洗濯機・エアコン・パソコンは除きます）

※古紙等（新聞、雑誌、ダンボール・紙パックごとに分別のうえ）の収集は全地区毎週月曜日です。

その他
発 泡
トレー等

ペット
ボトル

粗大ごみビンカン燃やすごみ
区 分

地 区

水曜日

５月１２日

５月２６日

６月９日

５月２８日５月２１日６月４日５月１４日火・金曜日

北 区

南 区

水 無 区

水曜日
５月１９日
６月２日

５月２９日５月２１日６月５日５月１５日月・木曜日

玉 水 区

石 垣 区

高 月 区

水曜日
５月２０日
６月３日

５月２８日５月１４日６月４日５月２２日火・金曜日上 井 手 区

水曜日
５月１３日
５月２７日
６月１０日

５月２８日５月１４日６月４日５月２１日火・金曜日多 賀 全 区

（カン）
◆出せないカン ジュース、ビール、缶詰などの空缶
◆出し方 必ず中身を出す。簡単な水洗いをする。中身の見える袋で出してください。
◆出せないカン 一斗缶、フライパン、やかん、スプレー缶など。なお、使用済み乾電池は、カンと混

ぜないで中身の見える別の袋でカンの日に出してください。
＊充電池、ボタン電池は購入店などに返却してください。



住 民 カ レ ン ダ ー

行 事曜月日

〈
出
産
〉

届出人赤ちゃん住所

智心 愛
ここ あ

山 口井手

美 保旬 斗
じゅん と

福 島井手

正 一心 春
こ はる

山 本多賀

愛星 太
せい た

岡 本多賀

敏 継悠 佑
ゆう すけ

清 水井手

１歳半健診（受付：午後１時～１時半、保健センター）
行政相談・心配ごと相談（午後１時～４時、賀泉苑）月5/11
こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）
障害者相談（午後１時半～４時、役場１階相談室）
ポリオ（受付：午後２時～２時４５分、保健センター）

火12

育児相談（受付：午前９時半～１０時半、西部公民館）水13
山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、賀泉苑）木14
天文台公開（午後７時半～９時、山吹ふれあいセンター）金15
ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～１１時半、町内）
和太鼓【サークル】（午後１時半～、いづみ人権交流センター）
親と子の絵本の会（午後２時～、山吹ふれあいセンター）

土16

日17
心配ごと相談（午後１時～４時、玉泉苑）月18
手芸教室【ハスの実の人形】（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
ゆっくり学べるパソコン教室（午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）火19
育児相談（受付：午前９時半～１０時半、保健センター）
あそびの広場（午前９時半～１１時、保健センター）
生き生きふれあいサロン【もみじの寄せ植え】（午後１時半～、玉泉苑）
ボクサビクス教室（午後７時１５分～８時４５分、いづみ人権交流センター）
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センターホール）

水20

ペン習字教室（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
ちまきづくり教室（午前９時半～１１時半、午後７時～９時、いづみ人権交流センター）木21
大正琴（午前１０時～１１時半、いづみ人権交流センター）
人権学習（午前１１時半～正午、午後３時～３時半、いづみ人権交流センター）
太極拳（午後１時半～３時、いづみ人権交流センター）
天文台公開（午後７時半～９時、山吹ふれあいセンター）

金22

ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～１１時半、町内）
和太鼓教室（午後１時半～、いづみ人権交流センター）土23

日24
行政相談・心配ごと相談（午後１時～４時、玉泉苑）
総合健康相談（午後１時半～３時、保健センター）
無料法律相談(午後２時～４時、玉泉苑）

月25

こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）
手芸教室【ハスの実の人形】（午後１時半～３時半、いづみ人権交流センター）
障害者相談（午後１時半～４時、役場１階相談室）
ゆっくり学べるパソコン教室（午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）

火26

ボクサビクス教室（午後７時１５分～８時４５分、いづみ人権交流センター）水27
わくわく広場（午前９時半～正午、玉泉苑）
料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）
楽笑健康づくり教室（午後１時半～３時、保健センター）

木28

マタニティ・スクール②（午前１０時～正午、子育て支援センター）金29
ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～１１時半、町内）
和太鼓【サークル】（午後１時半～、いづみ人権交流センター）土30

町民バスケットボール大会（午前８時半～、山城勤労者福祉会館）日31
無火災デー防火パレード乳児健診（受付：午後１時～１時半、保健センター）
心配ごと相談（午後１時～４時、玉泉苑）月6/1

ゆっくり学べるパソコン教室（午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）火2
和太鼓交流教室（午後７時～９時、自然休養村管理センターホール）
ボクサビクス教室（午後７時１５分～８時４５分、いづみ人権交流センター）水3
山吹体操クラブ・健康相談（午後１時半～３時、玉泉苑）
料理教室（午前１０時～正午、いづみ人権交流センター）木4

金5
和太鼓【サークル】（午後１時半～、いづみ人権交流センター）
ＩＤＥゆうゆうスポーツクラブ（午前９時半～１１時半、町内）土6

日7
行政相談・心配ごと相談（午後１時～４時、賀泉苑）月8
こころの相談室（午前１０時半～午後２時、いづみ人権交流センター）
離乳教室（午後１時半～３時半、保健センター）
障害者相談（午後１時半～４時、役場１階相談室）
ゆっくり学べるパソコン教室（午後２時半～５時、午後６時半～９時、いづみ人権交流センター）

火9

育児相談（受付：午前９時半～１０時半、保健センター）
あそびの広場（午前９時半～１１時、保健センター）
ボクサビクス教室（午後７時１５分～８時４５分、いづみ人権交流センター）

水10

まちのカレンダまちのカレンダーー
（5月11日～6月10日）

発行：京都府綴喜郡井手町役場
編集：企画財政課
井手町ホームページ

http://www.town.ide.kyoto.jp/
E-mail：info@town.ide.kyoto.jp

（３月２０日から４月１９日までの届出分・敬称略）

公共施設電話番号一覧
電話番号名 称

0774－82－6161総 務 課
0774－82－6162企画財政課
0774－82－6163税 務 課
0774－82－6164住民福祉課
0774－82－6165高齢福祉課
0774－82－6166保健医療課
0774－82－6167建 設 課
0774－82－6168産業環境課
0774－82－6169上下水道課
0774－82－6171会計課
0774－82－6172議会事務局
0774－82－4333
0774－82－5700

教育委員会（学校教育課）
山吹ふれあいセンター（図書館・社会教育課）

0774－82－3380
4112

いづみ人権交流センター
いづみ児童館

0774－82－3385保健センター
0774－82－3690地域包括支援センター
0774－82－2070泉ヶ丘中学校
0774－82－2119井手小学校
0774－82－2112多賀小学校
0774－82－2153玉川保育園
0774－82－2225多賀保育園
0774－82－4160いづみ保育園
0774－82－2232子育て支援センター
0774－82－4651環境衛生センター
0774－82－3617学校給食センター
0774－82－3838井手町まちづくりセンター椿坂
0774－99－4318町立デイサービスセンター
0774－82－3499老人福祉センター「玉泉苑」
0774－82－5059老人福祉センター「賀泉苑」
0774－82－3000京田辺市消防署 井手分署
0774－82－2001代 表 番 号井手町役場

「井手ねっと！ブログ」
参加者募集中

井手ねっと！では、新規参加者をお待ちしてい

ます。井手町在住・出身の方、また、町外でも井

手町に興味がある方は大歓迎です。

井手ねっと！（http://idenet.jp）で自分のホーム

ページ（ブログ）を作ってみませんか。

ブログ開設のお申込は下記の電話番号まで。

※ブログとは、簡単な方法でホームページの更新

ができる「日記」風のサイトです。投稿した記事

に対してコメントを書き込めるので、参加者同士

で交流もできます。インターネットができる方で

あれば、どなたでも利用することができます。

＊お問い合わせは、井手ねっと！運営委員会事務

局（井手町企画財政課内 ＴＥＬ８２‐５２１２）まで
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